
　西予市に甚大な被害をもたらした平成30年７月豪雨
から３年が経過しました。この災害は、今もなお、市民の
生活に大きな影響を与えており、「西予市復興まちづくり
計画」に基づき、市民の日常を早急に取り戻すべく、引き
続き“オール西予”で取り組んでまいります。
　さて、本市は、四国西予ジオパークに認定されており
ますように、海抜０～1,400mと多様な自然に恵まれた
地域である一方、急峻な地形、地質は脆弱であるという
ことも、私たちは理解しておかなければなりません。
近年、日本各地で大規模風水害が頻発傾向にあるほか、
南海トラフ巨大地震は今後30年以内に、70～80％の

確率で発生することが予見されています。
　災害は、いつ、どこで起こるか分かりません。いざと
いうときのために、自身や大切な家族を守るため、日頃
から気象情報や防災情報にアンテナを張り、備えておく
ことが非常に大切です。
　平成29年３月に防災マップを発行してから４年、今回、
「西予市総合防災マップ」として、これまでの内容を全面
改訂しました。近年に発生した大規模災害等に基づく
最新の知見による取り組みや新しい防災情報も盛り
込んでいます。また、ハザードマップは縮尺を拡大し、
より見やすく、活用しやすいものとしています。
　広大な面積を有する本市では、地域によって発生が
想定される災害の種別や被害の規模は様々です。各家庭
ではもちろんのこと、地域や職場でも、ぜひこの西予市
総合防災マップを活用いただき、防災、減災のまちづくりの
一助になれば幸いに存じます。
　終わりに、発行にあたり多大なご指導、ご協力をいた
だきました愛媛大学森脇教授はじめ関係各位に感謝申し
上げ、発行にあたってのご挨拶といたします。

西予市長
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西予市総合防災マップの発行にあたって

　西日本豪雨（平成30年7月豪雨）をきっかけにして、行政
から発令される避難情報が住民の皆様に分かりやすく伝わ
るように、５段階の警戒レベルで情報提供されるようになり
ました。今年の５月には災害対策基本法が改正され、より分
かりやすく避難情報を届けられるよう警戒レベルの運用が
改善されました。最も大きな変更点は、警戒レベル４の避難
勧告と避難指示が「避難指示」に一本化されたこと、また、
警戒レベル５が「緊急安全確保」と表現されるようになった
ことです。警戒レベル５はすでに災害が発生または切迫し
た状況であり、このタイミングで避難を開始するのでは手
遅れになる可能性があります。警戒レベル４のうちに避難
を完了する必要があります。
　「避難」とは災害から身の安全を確保するためにとる行動
のことです。ハザードマップ等を確認し自宅が安全な場所に

あるのであれば、自宅に留まることは避難と言えます。自宅が
浸水の可能性がある場所であっても、その想定される浸水の
深さが小さく、自宅の２階など上の階への移動により身の安
全が確保できる場合には、やはり自宅に留まることは避難の
選択肢になり得ます。一方、想定される浸水の深さが大きい
場合や、土砂災害の危険がある場所に自宅がある場合は、行
政が指定する公民館や小学校等の避難場所や安全な親戚・
知人宅等に避難する「立ち退き避難」が必要となります。
　豪雨による災害発生のおそれが高まってくると、様々な避
難情報や防災気象情報が発信されるようになります。テレビ
のL字部分に表示される情報、気象庁や国土交通省のホーム
ページ、防災行政無線、スマートフォンの防災アプリなどで情
報を入手しましょう。これらの情報は年々進化しており、直感
的に危険度が理解できるように改善されています。普段から
家族やご近所の方と話し合っておき、どの情報をもとにして、
どのタイミングで、どのように避難するのかを予め決めてお
きましょう。マイ・タイムラインが有効です。この西予市総合防
災マップにも作り方が書いてあるので参考にしてください。
　なお、高齢の方で一人で暮らしている方の中には、災害
が迫っていることに気づきにくい方もいらっしゃいます。遠
方に住んでいる家族や親戚の方が電話で避難するよう呼
び掛けることが有効であると言われています。ぜひ、皆さん
で声をかけあって、自然災害から大事な命を守りましょう。

愛媛大学防災情報研究センター
西予市防災アドバイザー
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西予市総合防災マップは自助・共助の教科書！
自然災害から身を守りましょう
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一時的または緊急的
に、危険を回避するた
めの場所。グラウンドや
公園緑地などのオープ
ンスペースや一定の安
全性のある建物が指定
されている。

災害のために避難した
住民が一定期間、滞在
して生活できる施設。公
民館、小中学校、体育館
などで、ある程度の人
を屋内に収容できる。

介護の必要な高齢者・
障がい者、妊産婦など
を受け入れる避難所。
指定避難所に避難後、
必要な場合に開設され
るので、指定避難所か
ら移る。

津波の避難は、「遠く」
より「高く」が重要。津
波からの一時避難場所
となる安全な高台など
が指定されている。

津波から一時的または
緊急的に避難するため、
浸水想定区域内にある
堅固で高い建築物。耐
震基準を満たし３階以
上であるなどの要件が
ある。

指定緊急避難場所 指定避難所 福祉避難所 津波緊急避難場所 津波避難ビル

地図索引図

避難所・避難場所の種類とそのマーク

地図索引図

■災害時の感染症対策（コロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど）■
コラム

避難所に密集すると感染リスクが高くなるので、自宅にとどまれない場合は、親戚・知人宅、ホテル、車中泊など、地域の
人が大勢集まらないように分散して避難する。

●マスク、アルコール消毒液（なければ
　ウエットティッシュ）、体温計は、各自
　が持参する。

●手洗いと消毒を徹底する。ドアなど
　共用部分を触った後や食事の前は必
　ずアルコール消毒をする。

●発熱やせき、体のだるさなどがある
　人に対しては、別の場所を確保する。

●パンやおにぎりなど袋入りの食べ物
　は手でちぎらずに直接食べる。

●トイレの使用前後には便座を拭く。 ●飛沫感染を防ぐため、段ボールで間
　仕切りしたり、背を向けて座ったり
　する。

分散避難
ポイント1

避難所での
注意点

ポイント2
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